
   
 

    

 
 

     

 
  
  
  
    
   

 
 

  
  

                                    
                                            
 
 

   
  

 
 

   
                                     

 
  
    



                                         
 

 
      

       

 
 

  
                                      
 

 
 

 

                    
      

    

 
      

   
      

 
 

                                    
    

 
 

                                  
            

 
              

     
             

 



  
 

 
             

 

                                       
      

    
     

 
 

                                                
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
                          

                                                  
    

                                
  

    
 

  
  

                                    

 

 
 

    

 
 
    

 
 

    



   
 

  

 
 
                                           

 

  
  

 
                                        

 
 

                                       

 
 

 
 
                                 

 
                                



  
                      

       
  

 
 

 

 
   

         
                                        
   

 
 
 

                                            
                                              

 
 

 
 

 
 



日本及びｱｼﾞｱ地域のｼﾞｪﾝﾀﾞｰ問題に関する調査研究、 公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム

国際協力・交流等を通じて女性の地位向上を図る事業

(令和 8 年度） (単位:円)

Ⅰ　一般正味財産増減の部
 1. 経常増減の部

(1) 経常収益
基本財産運用益

基本財産受取利息 1,757,000 1,757,000 0
基本財産運用益計 1,757,000 1,757,000 0
受取会費

賛助会員受取会費 240,000 295,000 ▲ 55,000
受取会費計 240,000 295,000 ▲ 55,000
事業収益

書籍等販売収益 70,000 200,000 ▲ 130,000
事業収益計 70,000 200,000 ▲ 130,000
委託料収益

国際協力機構委託料収益 8,462,000 3,938,000 4,524,000
委託料収益計 8,462,000 3,938,000 4,524,000
受取補助金等

受取市補助金 23,143,000 30,228,000 ▲ 7,085,000
受取補助金等計 23,143,000 30,228,000 ▲ 7,085,000

経常収益計 33,672,000 36,418,000 ▲ 2,746,000
(2) 経常費用

事業費
役員報酬 1,672,000 1,672,000 0
給料手当 15,390,000 17,596,000 ▲ 2,206,000
福利厚生費 3,199,000 3,732,000 ▲ 533,000
会議費 372,000 228,000 144,000
旅費交通費 1,822,000 1,526,000 296,000
通信運搬費 415,000 543,000 ▲ 128,000
消耗品費 1,188,000 954,000 234,000
印刷製本費 231,000 351,000 ▲ 120,000
光熱水費 546,000 546,000 0
保険料 7,000 7,000 0
賃借料 1,851,000 2,597,000 ▲ 746,000
諸謝金 3,760,000 3,006,000 754,000
租税公課 200,000 200,000 0
支払負担金 50,000 80,000 ▲ 30,000
委託料 2,591,000 3,171,000 ▲ 580,000
ＪＩＣＡ資材費等 378,000 209,000 169,000

事業費計 33,672,000 36,418,000 ▲ 2,746,000
経常費用計 33,672,000 36,418,000 ▲ 2,746,000

評価損益等調整前当期経常増減額 0 0 0
当期経常増減額 0 0 0

 2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益

経常外収益計
(2) 経常外費用

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額 0 0 0
一般正味財産期首残高 9,108,549 10,525,688 ▲ 1,417,139
一般正味財産期末残高 9,108,549 10,525,688 ▲ 1,417,139

Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高 161,583,048 161,583,048 0
指定正味財産期末残高 161,583,048 161,583,048 0

Ⅲ　正味財産期末残高 170,691,597 172,108,736 ▲ 1,417,139

正味財産増減予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

科   目 予算額(A) 前年度予算額(B) 増減(A)-(B)



男女共同参画に関する事業を通じて 公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム

男女共同参画社会の形成を推進する事業

(令和 8 年度） (単位:円)

Ⅰ　一般正味財産増減の部
 1. 経常増減の部

(1) 経常収益
指定管理施設自主事業費収益

受講料収益 3,922,000 4,411,000 ▲ 489,000
雑収益 131,000 131,000 0

指定管理施設自主事業収益計 4,053,000 4,542,000 ▲ 489,000
北九州市委託料収益

北九州市委託金収益 249,837,000 215,142,000 34,695,000
北九州市委託金収益計 249,837,000 215,142,000 34,695,000

経常収益計 253,890,000 219,684,000 34,206,000
(2) 経常費用

事業費
役員報酬 3,343,200 3,342,200 1,000
給料手当 71,059,800 58,389,800 12,670,000
臨時雇賃金 90,000 87,000 3,000
福利厚生費 15,735,000 14,554,000 1,181,000
会議費 63,000 64,000 ▲ 1,000
旅費交通費 1,085,000 1,208,000 ▲ 123,000
通信運搬費 2,798,000 2,719,000 79,000
備品購入費 440,000 391,000 49,000
減価償却費 500,000 500,000 0
消耗品費 6,589,000 6,306,000 283,000
修繕費 3,000,000 4,600,000 ▲ 1,600,000
印刷製本費 1,440,000 1,184,000 256,000
光熱水費 25,950,000 12,754,000 13,196,000
保険料 457,000 473,000 ▲ 16,000
賃借料 6,961,000 5,190,000 1,771,000
諸謝金 4,821,000 5,040,000 ▲ 219,000
租税公課 6,581,000 5,310,000 1,271,000
支払負担金 108,000 99,000 9,000
支払助成金 2,200,000 2,200,000 0
委託料 101,169,000 95,773,000 5,396,000

事業費計 254,390,000 220,184,000 34,206,000
経常費用計 254,390,000 220,184,000 34,206,000

評価損益等調整前当期経常増減額 ▲ 500,000 ▲ 500,000 0
当期経常増減額 ▲ 500,000 ▲ 500,000 0

 2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益

経常外収益計
(2) 経常外費用

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額 ▲ 500,000 ▲ 500,000 0
一般正味財産期首残高 2,505,570 12,647,932 ▲ 10,142,362
一般正味財産期末残高 2,005,570 12,147,932 ▲ 10,142,362

Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高 2,005,570 12,147,932 ▲ 10,142,362

正味財産増減予算書

科   目 予算額(A) 前年度予算額(B) 増減(A)-(B)

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで



北九州市大手町ビル維持管理事業 公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム

(令和 8 年度） (単位:円)

Ⅰ　一般正味財産増減の部
 1. 経常増減の部

(1) 経常収益
北九州市委託料収益

北九州市委託金収益 38,500,000 34,971,000 3,529,000
北九州市委託金収益計 38,500,000 34,971,000 3,529,000

経常収益計 38,500,000 34,971,000 3,529,000
(2) 経常費用

事業費
修繕費 1,524,000 1,524,000 0
光熱水費 15,160,000 11,691,000 3,469,000
租税公課 900,000 840,000 60,000
委託料 20,916,000 20,916,000 0

事業費計 38,500,000 34,971,000 3,529,000
経常費用計 38,500,000 34,971,000 3,529,000

評価損益等調整前当期経常増減額 0 0 0
当期経常増減額 0 0 0

 2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益

経常外収益計
(2) 経常外費用

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額 0 0 0
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高 0 0 0

Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高 0 0 0

正味財産増減予算書

科   目 予算額(A) 前年度予算額(B) 増減(A)-(B)

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで



北九州市立男女共同参画センター等の公益目的外貸与事業 公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム

(令和 8 年度） (単位:円)

Ⅰ　一般正味財産増減の部
 1. 経常増減の部

(1) 経常収益
北九州市委託料収益

北九州市委託金収益 10,411,000 8,560,000 1,851,000
北九州市委託金収益計 10,411,000 8,560,000 1,851,000

経常収益計 10,411,000 8,560,000 1,851,000
(2) 経常費用

事業費
光熱水費 2,873,000 1,406,000 1,467,000
租税公課 400,000 400,000 0
委託料 7,138,000 6,754,000 384,000

事業費計 10,411,000 8,560,000 1,851,000
経常費用計 10,411,000 8,560,000 1,851,000

評価損益等調整前当期経常増減額 0 0 0
当期経常増減額 0 0 0

 2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益

経常外収益計
(2) 経常外費用

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額 0 0 0
一般正味財産期首残高
一般正味財産期末残高 0 0 0

Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高
指定正味財産期末残高

Ⅲ　正味財産期末残高 0 0 0

正味財産増減予算書

科   目 予算額(A) 前年度予算額(B) 増減(A)-(B)

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで



法人事業 公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム

(令和 8 年度） (単位:円)

Ⅰ　一般正味財産増減の部
 1. 経常増減の部

(1) 経常収益
基本財産運用益

基本財産受取利息 1,757,000 1,757,000 0
基本財産運用益計 1,757,000 1,757,000 0
受取会費

賛助会員受取会費 240,000 295,000 ▲ 55,000
受取会費計 240,000 295,000 ▲ 55,000
受取補助金等

受取市補助金 12,857,000 5,772,000 7,085,000
受取補助金等計 12,857,000 5,772,000 7,085,000
雑収益

その他雑収益 40,000 40,000 0
雑収益計 40,000 40,000 0

経常収益計 14,894,000 7,864,000 7,030,000
(2) 経常費用

管理費
役員報酬 3,382,000 3,309,000 73,000
給料手当 4,351,000 4,415,000 ▲ 64,000
臨時雇賃金 30,000 28,000 2,000
福利厚生費 1,746,000 2,003,000 ▲ 257,000
会議費 9,000 9,000 0
旅費交通費 174,000 663,000 ▲ 489,000
通信運搬費 282,000 235,000 47,000
消耗品費 491,000 356,000 135,000
印刷製本費 117,000 100,000 17,000
光熱水費 234,000 234,000 0
保険料 3,000 3,000 0
賃借料 912,000 1,113,000 ▲ 201,000
諸謝金 46,000 46,000 0
委託料 1,545,000 1,457,000 88,000
租税公課 83,000 83,000 0
支払負担金 218,000 218,000 0
雑費 6,000 6,000 0

管理費計 13,629,000 14,278,000 ▲ 649,000
経常費用計 13,629,000 14,278,000 ▲ 649,000

評価損益等調整前当期経常増減額 1,265,000 ▲ 6,414,000 7,679,000
当期経常増減額 1,265,000 ▲ 6,414,000 7,679,000

 2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益

経常外収益計
(2) 経常外費用

経常外費用計
当期経常外増減額
当期一般正味財産増減額 1,265,000 ▲ 6,414,000 7,679,000
一般正味財産期首残高 12,203,144 16,418,714 ▲ 4,215,570
一般正味財産期末残高 13,468,144 10,004,714 3,463,430

Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高 161,583,047 161,583,047 0
指定正味財産期末残高 161,583,047 161,583,047 0

Ⅲ　正味財産期末残高 175,051,191 171,587,761 3,463,430

正味財産増減予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9年 3月31日まで

科   目 予算額(A) 前年度予算額(B) 増減(A)-(B)



 1. 経常増減の部

基本財産運用益
基本財産受取利息 1,757,000 1,757,000 1,757,000 3,514,000

基本財産運用益計 1,757,000 1,757,000 1,757,000 3,514,000
受取会費

賛助会員受取会費 240,000 240,000 240,000 480,000
受取会費計 240,000 240,000 240,000 480,000
事業収益

書籍等販売収益 70,000 70,000 70,000
事業収益計 70,000 70,000 70,000
指定管理施設自主事業費収益

受講料収益 3,922,000 3,922,000 3,922,000
雑収益 131,000 131,000 131,000

指定管理施設自主事業収益計 4,053,000 4,053,000 4,053,000
委託料収益

国際協力機構委託料収益 8,462,000 8,462,000 8,462,000
委託料収益計 8,462,000 8,462,000 8,462,000
北九州市委託料収益

北九州市委託金収益 249,837,000 249,837,000 38,500,000 10,411,000 48,911,000 298,748,000
北九州市委託金収益計 249,837,000 249,837,000 38,500,000 10,411,000 48,911,000 298,748,000
受取補助金等

受取市補助金 23,143,000 23,143,000 12,857,000 36,000,000
受取補助金等計 23,143,000 23,143,000 12,857,000 36,000,000
雑収益

その他雑収益 40,000 40,000
雑収益計 40,000 40,000

経常収益計 33,672,000 253,890,000 287,562,000 38,500,000 10,411,000 48,911,000 14,894,000 351,367,000

事業費
役員報酬 1,672,000 3,343,200 5,015,200 5,015,200
給料手当 15,390,000 71,059,800 86,449,800 86,449,800
臨時雇賃金 90,000 90,000 90,000
福利厚生費 3,199,000 15,735,000 18,934,000 18,934,000
会議費 372,000 63,000 435,000 435,000
旅費交通費 1,822,000 1,085,000 2,907,000 2,907,000
通信運搬費 415,000 2,798,000 3,213,000 3,213,000
備品購入費 440,000 440,000 440,000
減価償却費 500,000 500,000 500,000
消耗品費 1,188,000 6,589,000 7,777,000 7,777,000
修繕費 3,000,000 3,000,000 1,524,000 1,524,000 4,524,000
印刷製本費 231,000 1,440,000 1,671,000 1,671,000
光熱水費 546,000 25,950,000 26,496,000 15,160,000 2,873,000 18,033,000 44,529,000
保険料 7,000 457,000 464,000 464,000
賃借料 1,851,000 6,961,000 8,812,000 8,812,000
諸謝金 3,760,000 4,821,000 8,581,000 8,581,000
租税公課 200,000 6,581,000 6,781,000 900,000 400,000 1,300,000 8,081,000
支払負担金 50,000 108,000 158,000 158,000
支払助成金 2,200,000 2,200,000 2,200,000
委託料 2,591,000 101,169,000 103,760,000 20,916,000 7,138,000 28,054,000 131,814,000
ＪＩＣＡ資材費等 378,000 378,000 378,000

事業費計 33,672,000 254,390,000 288,062,000 38,500,000 10,411,000 48,911,000 336,973,000
管理費

役員報酬 3,382,000 3,382,000
給料手当 4,351,000 4,351,000
臨時雇賃金 30,000 30,000
福利厚生費 1,746,000 1,746,000
会議費 9,000 9,000
旅費交通費 174,000 174,000
通信運搬費 282,000 282,000
消耗品費 491,000 491,000
印刷製本費 117,000 117,000
光熱水費 234,000 234,000
保険料 3,000 3,000
賃借料 912,000 912,000
諸謝金 46,000 46,000
委託料 1,545,000 1,545,000
租税公課 83,000 83,000
支払負担金 218,000 218,000
雑費 6,000 6,000

管理費計 13,629,000 13,629,000
経常費用計 33,672,000 254,390,000 288,062,000 38,500,000 10,411,000 48,911,000 13,629,000 350,602,000

評価損益等調整前当期経常増減額 0 ▲ 500,000 ▲ 500,000 0 0 0 1,265,000 765,000
当期経常増減額 0 ▲ 500,000 ▲ 500,000 0 0 0 1,265,000 765,000

 2. 経常外増減の部
(1) 経常外収益

経常外収益計
(2) 経常外費用

経常外費用計
当期経常外増減額
他会計振替前当期一般正味財産増減額 0 ▲ 500,000 ▲ 500,000 0 0 0 1,265,000 765,000
当期一般正味財産増減額 0 ▲ 500,000 ▲ 500,000 0 0 0 1,265,000 765,000
一般正味財産期首残高 9,108,549 2,505,570 11,614,119 12,203,144 23,817,263
一般正味財産期末残高 9,108,549 2,005,570 11,114,119 0 0 0 13,468,144 24,582,263

Ⅱ　指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額
指定正味財産期首残高 161,583,048 161,583,048 161,583,047 323,166,095
指定正味財産期末残高 161,583,048 161,583,048 161,583,047 323,166,095



 

資金調達及び設備投資の見込みについて 

(令和８年 4月 1日から令和９年 3月 31 日まで) 

 

公益財団法人アジア女性交流・研究フォーラム 

 

（１） 資金調達の見込みについて 

借入金の予定  あり ✔ なし 

事業番号 借入先 金額 使途 

    

 

（２） 設備投資の見込みについて 

設備投資の予定  あり ✔ なし 

事業番号 
設備投資 

の内容 

支出又は収入の

予定額 

資金調達の方法又

は取得資金の使途 

    

 



公 2 男女共同参画に関する事業を通じて男女共同参画社会の形成を推進する事業

他 1 北九州市大手町ビル（北九州市立男女共同参画センター以外の部分）維持管理事業

（２）収益事業等

 〔１〕収益事業

事業番号 事業名等

収

 〔２〕その他の事業（相互扶助等事業）

事業番号 事業名等

他 2 北九州市立男女共同参画センター等の公益目的以外の貸与事業

【法人の事業について】                                                                        　　　　認定規則第45条第4号

事業
年度

自 令和8年4月1日 法人コード A015373

至 令和9年3月31日 法人名
公益財団法人アジア女性交流・
研究フォーラム

１．事業の一覧

（１）公益目的事業

事業番号 事業名等

公 1 日本及びアジア地域のジェンダー問題に関する調査研究、国際協力・交流等を通じて女性の地位向上を図る事業







　本事業は、日本及びアジア地域の女性の地位向上及び男女共同参画社会の形成の推進を目的とした事業であり、別
表15号の「国際相互理解の促進及び開発途上にある海外の地域に対する経済協力を目的とする事業」に該当すると考
える。

1

 （下欄事業区分欄から、法人の事業に該当の区分を選択してくだ
さい。事業区分ごとのチェックポイントがその横に表示されます。該
当する事業区分がないと考える場合には、最後の(18)「上記事業
区分に該当しない場合」を選択してください。）

区分ごとのチェックポイント

チェックポイントに該当する旨の説明

その他説明事項
事業
区分

（左欄に表示されたチェックポイントに対して、でき
るだけ対応するように、どのように事業を行うのか

がわかるように記載してください。）

(6) 調
査、資
料収集

1.当該調査、資料収集が不特定多数の者の利益
の増進に寄与することを主たる目的として位置付
け、適当な方法で明らかにしているか。
2.当該調査、資料収集の名称や結果を公表してい
なかったり、内容についての外部からの問合せに
答えないということはないか。
（注）ただし、受託の場合、個人情報保護、機密性
その他の委託元のやむを得ない理由で公表できな
い場合があり、この場合は、当該理由の合理性に
ついて個別にその妥当性を判断する。
3.当該調査、資料収集に専門家が適切に関与して
いるか。
4.当該法人が外部に委託する場合、そのすべてを
他者に行わせること（いわゆる丸投げ）はないか。

（１）イ　客員研究員による公募研究

1　日本及びアジア地域の女性の地位向上を目的
とし、ジェンダー問題についての理解を深め、課題
の解決に向けた調査研究事業であり、その成果に
ついては広く国内外に発信しており、不特定多数
の者の利益の増進に寄与している。

定款、事業計画、事業報告においてこの目的を明
示し、これらの書類をホームページで公開してい
る。

2　研究員報告会や『アジア女性研究』、「Journal
of Asian Women’s Studies(JAWS)」（ホームペー
ジ）で公表している。

3　調査研究、刊行物の執筆、編集にあたっては、
当財団の職員や客員研究員、専門家が適切に関
与している 。

4　出版印刷、翻訳の業務は委託しているが、当財
団が適正に管理している。

(1) 調査・研究
ア　研究成果の広報
(ア)研究誌の刊行

(13) 助
成（応
募型）

（本事業が不特定多数の者の利益の増進に寄与すると言える事実を記載してください(注１)。）

定款（法人の事業又は目的）上の根拠 4条1項1号、2号

（本事業が、左欄に記載した事業の種類に該当すると考える理由を記載してください。）

〔２〕事業の公益性について

事業の種類
（別表の号）

（１） 公益目的事業について （事業単位ごとに作成してください。）

２．個別の事業の内容について 

公

14
本事業は、女性の地位向上を図り、男女共同参画社会の形成の推進を目的とした事業であり、別表第14号の「男女共
同参画社会の形成その他よりよい社会の形成の推進を目的とする事業」に該当すると考える。

事業番号

15

1.当該助成が不特定多数の者の利益の増進に寄
与することを主たる目的として位置付け、適当な方
法で明らかにしているか。
2.応募の機会が、一般に開かれているか。
3.助成の選考が公正に行われることになっている
か。（例：個別選考に当たって直接の利害関係者
の排除）
4.専門家など選考に適切な者が関与しているか。
5.助成した対象者、内容等を公表しているか。（個
人名又は団体名の公表に支障がある場合、個人
名又は団体名の公表は除く。）
6.（研究や事業の成果があるような助成の場合、）
助成対象者から、成果についての報告を得ている
か。

（１）イ　客員研究員による公募研究

1　日本及びアジア地域の女性の地位向上を目的
とし、ジェンダー問題についての理解を深め、課題
の解決に向けた研究事業であり、その成果につい
ては広く国内外に発信しており、不特定多数の者
の利益の増進に寄与している。

定款、事業計画、事業報告においてこの目的を明
示し 、これらの書類をホームページで公開してい
る。

2　応募の機会は、研究分野（テーマ）に沿った調
査研究を行う大学、研究機関等の研究者には広く
開放している。募集のチラシを大学等関係機関に
配布するほか、ホームページに掲載し募集してい
る。

3　財団内部及び市の担当部署の幹部で構成する
選考会議で公正に選考している 。

　 選考会議の開催前に選考者に申請書類を配布
し、選考している。

　 直接の利害関係者は採択から排除する。

4　当財団の役員や職員が適切に関与している。

5　当財団のホームページで、対象者、研究テーマ
を公表している

6　研究成果については当財団に提出し、報告書と
して公表している。

(1) 調査・研究
ア　研究成果の広報
(ア)研究誌の刊行



(3) 講
座、セミ
ナー、
育成

1.当該講座、セミナー、育成（以下「講座等」）が不
特定多数の者の利益の増進に寄与することを主た
る目的として位置付け、適当な方法で明らかにして
いるか。
2.当該講座等を受講する機会が、一般に開かれて
いるか。
（注）ただし、高度な専門的知識・技能等を育成す
るような講座等の場合、質を確保するため、レベ
ル・性格等に応じた合理的な参加の要件を定める
ことは可。
3.当該講座等及び専門的知識・技能等の確認行為
（受講者が一定のレベルに達したかについて必要
に応じて行う行為）に当たって、専門家が適切に関
与しているか。
（注）専門的知識の普及を行うためのセミナー、シ
ンポジウムの場合には、確認行為については問わ
ない。
4.講師等に対して過大な報酬が支払われることに
なっていないか。

（１）ウ　KFAWアジア研究者ネットワーク
（ア）アジア研究者によるセミナーの開催
1　日本及びアジア地域の女性の地位向上を目的
とし、北九州市及び近郊の研究者や実務家が、研
究・実践活動の成果を共有するため、研究者、実
務家のみならず、一般市民を対象としたセミナーを
開催しており、不特定多数の利益の増進に寄与し
ている。
定款、事業計画、事業報告においてこの目的を明
示し 、これらの書類をインターネットで公開してい
る。
2　市の広報紙やホームページに掲載するなど、受
講する機会は、広く一般に開放している。
3　確認行為を必要とするセミナーでないため確認
していない。開催にあたっては、当財団の職員や
外部の研究員等専門家が適切に関与している。
4　北九州市講師謝礼基準に準じて支給している。

(3) 講
座、セミ
ナー、
育成

1.当該講座、セミナー、育成（以下「講座等」）が不
特定多数の者の利益の増進に寄与することを主た
る目的として位置付け、適当な方法で明らかにして
いるか。
2.当該講座等を受講する機会が、一般に開かれて
いるか。
（注）ただし、高度な専門的知識・技能等を育成す
るような講座等の場合、質を確保するため、レベ
ル・性格等に応じた合理的な参加の要件を定める
ことは可。
3.当該講座等及び専門的知識・技能等の確認行為
（受講者が一定のレベルに達したかについて必要
に応じて行う行為）に当たって、専門家が適切に関
与しているか。
（注）専門的知識の普及を行うためのセミナー、シ
ンポジウムの場合には、確認行為については問わ
ない。
4.講師等に対して過大な報酬が支払われることに
なっていないか。

（１）ウ　KFAWアジア研究者ネットワーク　

（イ）　女子学生のキャリア形成のためのプログラ
ムの実施

1　男女共同参画社会の形成の推進を目的に、女
子学生等を対象とした就業や自己実現を支援する
事業であり、不特定多数の利益の増進に寄与す
る。

定款、事業計画、事業報告においてこの目的を明
示し、これらの書類をインターネットで公開する。

2　市の広報紙、ホームページに掲載するなど、事
業を実施する機会は、広く一般に開放する。

3　確認行為を必要とするセミナーではないため、
確認は行っていない。プログラム開発及び講座の
実施に当たっては、当財団や外部の専門家が適
切に関与する。

4　北九州市講師謝礼基準に準じて支給する。

(1) 調査・研究
イ　KFAWジェンダー研究
者ﾈｯﾄﾜｰｸ活動
(ア)プログラム開発

(3) 講
座、セミ
ナー、
育成

1.当該講座、セミナー、育成（以下「講座等」）が不
特定多数の者の利益の増進に寄与することを主た
る目的として位置付け、適当な方法で明らかにして
いるか。
2.当該講座等を受講する機会が、一般に開かれて
いるか。
（注）ただし、高度な専門的知識・技能等を育成す
るような講座等の場合、質を確保するため、レベ
ル・性格等に応じた合理的な参加の要件を定める
ことは可。
3.当該講座等及び専門的知識・技能等の確認行為
（受講者が一定のレベルに達したかについて必要
に応じて行う行為）に当たって、専門家が適切に関
与しているか。
（注）専門的知識の普及を行うためのセミナー、シ
ンポジウムの場合には、確認行為については問わ
ない。
4.講師等に対して過大な報酬が支払われることに
なっていないか。

（２）ア「アジア女性会議―北九州」等のセミナーの
開催
1　日本及びアジア地域の女性の地位向上を目的
とし、国際間の相互理解や国際交流を深めるため
の一般市民を対象としたセミナーであり、不特定多
数の利益の増進に寄与している。
定款、事業計画、事業報告においてこの目的を明
示し 、これらの書類をインターネットで公開してい
る。
2　市の広報紙、ホームページに掲載するなど、受
講する機会は、広く一般に開放している。
3　確認を要するセミナーでないため確認していな
い。開催にあたっては、当財団の職員や外部の講
師等専門家が適切に関与している。
4　北九州市講師謝礼基準に準じて支給している。

(2) 交流・研修
ア　アジア女性会議-北
九州等の国際セミナー
開催
(ア)第37回アジア女性会
議-北九州
(イ)国際理解促進事業

(6) 調
査、資
料収集

1.当該調査、資料収集が不特定多数の者の利益
の増進に寄与することを主たる目的として位置付
け、適当な方法で明らかにしているか。
2.当該調査、資料収集の名称や結果を公表してい
なかったり、内容についての外部からの問合せに
答えないということはないか。
（注）ただし、受託の場合、個人情報保護、機密性
その他の委託元のやむを得ない理由で公表できな
い場合があり、この場合は、当該理由の合理性に
ついて個別にその妥当性を判断する。
3.当該調査、資料収集に専門家が適切に関与して
いるか。
4.当該法人が外部に委託する場合、そのすべてを
他者に行わせること（いわゆる丸投げ）はないか。

（２）イ　海外拠点ネットワーク形成事業
1　アジア地域におけるジェンダーの状況や女性を
取り巻くさまざまな環境等を学習するとともに国際
交流を行う事業であり、ジェンダー平等や女性の
地位向上についての参加者の理解を深めるととも
に、その成果を参加団体の研修会や当財団情報
誌等で紹介することにより、不特定多数の利益の
増進につなげる。
定款、事業計画、事業報告においてこの目的を明
示し、これらの書類をインターネットで公開する。
2　財団の広報誌に掲載し、ホームページ等で公表
する。
3　交流事業の実施に当たっては、当財団の職員
や外部の専門家が適切に関与する。
4　印刷業務は委託するが、当財団で適正に管理
する。

(2) 交流・研修
イ　海外拠点ネットワー
クの形成



(18) 上
記の事
業区分
に該当
しない
場合

1.事業目的（趣旨：不特定多数でない者の利益の
増進への寄与を主たる目的に掲げていないかを確
認する趣旨。）
2.事業の合目的性（趣旨：事業の内容や手段が事
業目的を実現するのに適切なものになっているか
を確認する趣旨。）
ア　受益の機会の公開（例 受益の機会が、一般に
開かれているか）
イ　事業の質を確保するための方策（例 専門家が
適切に関与しているか）
ウ　審査・選考の公正性の確保（例 当該事業が審
査・選考を伴う場合、審査・選考が公正に行われる
こととなっているか）
エ　その他（例 公益目的として設定した事業目的と
異なり、業界団体の販売促進、共同宣伝になって
いないか）
（注）2.（事業の合目的性）ア～エは例示であり、事
業の特性に応じてそれぞれ事実認定上の軽重に
は差がある。

（２）ウ　国連の女性の地位委員会（CSW)への参加
1　国連の女性の地位委員会に参加し、成果につ
いては、一般市民を対象に報告会を開催してお
り、不特定多数の利益に寄与している。
2　事業の合目的性
ア　受益の機会の確保
　報告会については、市の広報紙やホームページ
に掲載するなど、受講する機会は、広く一般に開
放している。
イ　事業の質を確保するための方策
　当財団の職員や専門家が適切に関与している。
ウ　なし
エ　なし

(2) 交流・研修
ア　アジア女性会議-北
九州等の国際セミナー
開催
(イ)国際理解促進事業

(3) 講
座、セミ
ナー、
育成

1.当該講座、セミナー、育成（以下「講座等」）が不
特定多数の者の利益の増進に寄与することを主た
る目的として位置付け、適当な方法で明らかにして
いるか。
2.当該講座等を受講する機会が、一般に開かれて
いるか。
（注）ただし、高度な専門的知識・技能等を育成す
るような講座等の場合、質を確保するため、レベ
ル・性格等に応じた合理的な参加の要件を定める
ことは可。
3.当該講座等及び専門的知識・技能等の確認行為
（受講者が一定のレベルに達したかについて必要
に応じて行う行為）に当たって、専門家が適切に関
与しているか。
（注）専門的知識の普及を行うためのセミナー、シ
ンポジウムの場合には、確認行為については問わ
ない。
4.講師等に対して過大な報酬が支払われることに
なっていないか。

（2）エ　ジェンダー問題や国際理解促進のための
スタディツアー
1　アジア地域におけるジェンダーの状況や女性を
取り巻くさまざまな環境等を学習するとともに国際
理解を促進する事業であり、ジェンダー平等や女
性の地位向上についての参加者の理解を深める
とともに、その成果について報告書やホームペー
ジ等で紹介することにより、不特定多数の利益の
増進につながる。
定款、事業計画、事業報告においてこの目的を明
示し 、これらの書類をインターネットで公開する。
2　参加者の募集に当たっては、市の広報紙や
ホームページに掲載するとともに、チラシを配布す
るなど、ツアーに参加する機会は広く一般に公開
する。
3　確認行為を必要とするセミナーではないため、
確認は行わない。スタディツアーの実施に当たって
は、当財団や外部の専門家が適切に関与する。
4　北九州市講師謝礼基準に準じて支給する。

(4) 体
験活動
等

1.当該体験活動等が不特定多数の者の利益の増
進に寄与することを主たる目的として位置付け、適
当な方法で明らかにしているか。
2.公益目的として設定されたテーマを実現するため
のプログラムになっているか。（例：テーマで謳って
いる公益目的と異なり、業界団体の販売促進や共
同宣伝になっていないか）
3.体験活動に専門家が適切に関与しているか。

（2）エ　ジェンダー問題や国際理解促進のための
スタディツアー
1　アジア地域におけるジェンダーの状況や女性を
取り巻くさまざまな環境等を学習するとともに国際
理解を促進する事業であり、ジェンダー平等や女
性の地位向上についての参加者の理解を深める
とともに、その成果について報告書やホームペー
ジ等で紹介することにより、不特定多数の利益の
増進につなげる。
定款、事業計画、事業報告においてこの目的を明
示し 、これらの書類をインターネットで公開する。
2　ｱｼﾞｱにおける国連をはじめとする国際機関が集
積しているタイを訪問し、各機関や大学において、
タイにおける女性の社会進出の現状と課題を学ぶ
ものであり、財団の公益目的に合致する。
3　スタディツアーの実施に当たっては、当財団や
外部の専門家が適切に関与する。



1.当該講座、セミナー、育成（以下「講座等」）が不
特定多数の者の利益の増進に寄与することを主た
る目的として位置付け、適当な方法で明らかにして
いるか。
2.当該講座等を受講する機会が、一般に開かれて
いるか。
（注）ただし、高度な専門的知識・技能等を育成す
るような講座等の場合、質を確保するため、レベ
ル・性格等に応じた合理的な参加の要件を定める
ことは可。
3.当該講座等及び専門的知識・技能等の確認行為
（受講者が一定のレベルに達したかについて必要
に応じて行う行為）に当たって、専門家が適切に関
与しているか。
（注）専門的知識の普及を行うためのセミナー、シ
ンポジウムの場合には、確認行為については問わ
ない。
4.講師等に対して過大な報酬が支払われることに
なっていないか。

（４）国際研修事業
1　日本及びアジア地域の女性の地位向上を目的
とし、途上国でジェンダー主流化を立案、推進する
ことができる行政官の育成を目的とした事業であ
り、途上国のジェンダー主流化推進につながり、不
特定多数の利益の増進に寄与する。
定款、事業計画、事業報告においてこの目的を明
示し 、これらの書類をインターネットで公開してい
る。
2　海外の研修員の募集については、国際協力機
構を通じ途上国政府に対して広く周知をしている。
3　参加研修員は帰国後、プログレスレポートを提
出し職員が適切に関与している。講座、研修等の
実施にあたっては、当財団の職員や外部の講師
等専門家が適切に関与している。
4 報酬については、ＪＩＣＡの規程により報酬を支給
している。
（1時間当り外国語の場合、9,200円～22,600円）

(4) 国際研修(3) 講
座、セミ
ナー、
育成

(6) 調
査、資
料収集

1.当該調査、資料収集が不特定多数の者の利益
の増進に寄与することを主たる目的として位置付
け、適当な方法で明らかにしているか。
2.当該調査、資料収集の名称や結果を公表してい
なかったり、内容についての外部からの問合せに
答えないということはないか。
（注）ただし、受託の場合、個人情報保護、機密性
その他の委託元のやむを得ない理由で公表できな
い場合があり、この場合は、当該理由の合理性に
ついて個別にその妥当性を判断する。
3.当該調査、資料収集に専門家が適切に関与して
いるか。
4.当該法人が外部に委託する場合、そのすべてを
他者に行わせること（いわゆる丸投げ）はないか。

（３）イ　海外通信員事業
1　日本及びアジア地域の女性の地位向上を目的
とし、海外通信員より最新の自国のジェンダーに関
する情報を収集し、幅広く国内外に発信し、国際相
互理解を推進する事業であり、不特定多数の者の
利益増進に寄与している。
定款、事業計画、事業報告においてこの目的を明
示し 、これらの書類をインターネットで公開してい
る。
2　収集した情報については、『Asian　Breeze』や
ホームページに掲載し公表している。
3　専門的知識を有する当財団の職員や外部の専
門家等が適切に関与している。
4　出版印刷、翻訳の業務は委託しているが、当財
団が適正に管理している。

(3) 情報収集・発信
イ　海外通信員

(6) 調
査、資
料収集

1.当該調査、資料収集が不特定多数の者の利益
の増進に寄与することを主たる目的として位置付
け、適当な方法で明らかにしているか。
2.当該調査、資料収集の名称や結果を公表してい
なかったり、内容についての外部からの問合せに
答えないということはないか。
（注）ただし、受託の場合、個人情報保護、機密性
その他の委託元のやむを得ない理由で公表できな
い場合があり、この場合は、当該理由の合理性に
ついて個別にその妥当性を判断する。
3.当該調査、資料収集に専門家が適切に関与して
いるか。
4.当該法人が外部に委託する場合、そのすべてを
他者に行わせること（いわゆる丸投げ）はないか。

（2）エ　ジェンダー問題や国際理解促進のための
スタディツアー
1　アジア地域におけるジェンダーの状況や女性を
取り巻くさまざまな環境等を学習するとともに国際
理解を促進する事業であり、ジェンダー平等や女
性の地位向上についての参加者の理解を深める
とともに、その成果について報告書やホームペー
ジ等で紹介することにより、不特定多数の利益の
増進につながる。
定款、事業計画、事業報告においてこの目的を明
示し 、これらの書類をインターネットで公開する。
2　スタディツアーの内容について、報告書や当財
団の広報誌、ホームページ等で公表する。
3　スタディツアーの実施に当たっては、当財団や
外部の専門家が適切に関与する。
4　印刷業務は委託するが、当財団で適正に管理
する。

(6) 調
査、資
料収集

1.当該調査、資料収集が不特定多数の者の利益
の増進に寄与することを主たる目的として位置付
け、適当な方法で明らかにしているか。
2.当該調査、資料収集の名称や結果を公表してい
なかったり、内容についての外部からの問合せに
答えないということはないか。
（注）ただし、受託の場合、個人情報保護、機密性
その他の委託元のやむを得ない理由で公表できな
い場合があり、この場合は、当該理由の合理性に
ついて個別にその妥当性を判断する。
3.当該調査、資料収集に専門家が適切に関与して
いるか。
4.当該法人が外部に委託する場合、そのすべてを
他者に行わせること（いわゆる丸投げ）はないか。

（３）ア　情報誌『Asian　Breeze』の発行
1　日本及びアジア地域の女性の地位向上を目的
とし、最新の国内外のジェンダーに関する情報や
当財団の活動を幅広く国内外に発信する事業であ
り、不特定多数の者の利益増進に寄与している。
定款、事業計画、事業報告においてこの目的を明
示し 、これらの書類をインターネットで公開してい
る。
2　収集した情報については、『Asian　Breeze』に掲
載し、ホームページでも公表している。
3　当財団の職員や外部の研究員等専門家が適切
に関与している。
4　出版印刷、翻訳の業務は委託しているが、当財
団で適正に管理している。

(3) 情報収集・発信
ア　ウェブニューズレター
『Asian　Breeze』等の発
行



 許認可等の名称  根拠法令  許認可等行政機関 

〔３〕本事業を反復継続して行うのに最低限必要となる許認可等について（注２）

　「公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）」における「【参考】公益目的事業のチェックポイントについて」を
参考に記載してください。
　記載した許認可等を得ている場合には、許認可等の写しを、現在申請中の場合には、当該許認可等の申請書を添付してくださ
い。また、「許認可等行政機関」は課名等まで記載してください。

注１

注２











本事業は、男女共同参画社会の形成の推進を目的に上記（1）～（5）の事業を実施し、男女共同への
理解を深めるものであり、本事業は、別表12号の「人種、性別その他事由による不当な差別又は偏見
の防止及び根絶を目的とする事業」にも該当すると考える。

本事業は、男女共同参画社会の形成の推進を目的に上記（1）～（5）の事業を実施し、女性の就労支
援、キャリアアップにつなげるものであり、別表20号の「公正かつ自由な経済活動の機会の確保

（本事業が不特定多数の者の利益の増進に寄与すると言える事実を記載してください(注１)。）

定款（法人の事業又は目的）上の根拠 4条1項3号から7号

（本事業が、左欄に記載した事業の種類に該当すると考える理由を記載してください。）

〔２〕事業の公益性について

事業の種類
（別表の号）

（１） 公益目的事業について （事業単位ごとに作成してください。）

２．個別の事業の内容について 

公

14
本事業は、男女共同参画社会の形成の推進を目的に上記（1）～（5）の事業を実施し、男女共同参画
社会の実現に寄与するものであり、別表第14号の「男女共参画社会の形成その他よりよい社会の形成
の推進を目的とする事業」に該当すると考える。

事業番号

20

（左欄に表示されたチェックポイントに対して、でき
るだけ対応するように、どのように事業を行うのか

がわかるように記載してください。）

(3) 講
座、セミ
ナー、
育成

1.当該講座、セミナー、育成（以下「講座等」）が不
特定多数の者の利益の増進に寄与することを主た
る目的として位置付け、適当な方法で明らかにして
いるか。
2.当該講座等を受講する機会が、一般に開かれて
いるか。
（注）ただし、高度な専門的知識・技能等を育成す
るような講座等の場合、質を確保するため、レベ
ル・性格等に応じた合理的な参加の要件を定める
ことは可。
3.当該講座等及び専門的知識・技能等の確認行為
（受講者が一定のレベルに達したかについて必要
に応じて行う行為）に当たって、専門家が適切に関
与しているか。
（注）専門的知識の普及を行うためのセミナー、シ
ンポジウムの場合には、確認行為については問わ
ない。
4.講師等に対して過大な報酬が支払われることに
なっていないか。

（1）男女共同参画等事業の実施
　指定管理業務（指定管理の委託の範囲内で行う
事業）と自主事業（当法人が自主的に行う資格取
得等事業）を行っているが、チェックポイントに対す
る回答は同じ。
1　男女共同参画社会の形成を目的として、一般市
民を対象に女性の社会的自立や生活支援等の事
業を行っており、不特定多数の利益の増進に寄与
している。
定款、事業計画、事業報告においてこの目的を明
示し、これらの書類をインターネットで公開してい
る。
2　市の広報紙やホームページ等に掲載するなど
受講する機会は広く一般に開放している。
3　確認行為を必要とするセミナーではないため、
確認は行ってない。講座等の実施にあたっては、
当財団の職員や外部の講師等専門家が適切に関
与している。
4　北九州市講師謝礼基準に準拠しながら、依頼
する講師の実績を勘案して報酬を決定している。

(1) 男女共同参画等推進
事業
ア　性別による固定的な
役割分担意識の解消に
関する事業
イ　女性のエンパワーメ
ント事業
ウ　生涯を通じた女性の
健康支援事業

1.当該講座、セミナー、育成（以下「講座等」）が不
特定多数の者の利益の増進に寄与することを主た
る目的として位置付け、適当な方法で明らかにして
いるか。
2.当該講座等を受講する機会が、一般に開かれて
いるか。
（注）ただし、高度な専門的知識・技能等を育成す
るような講座等の場合、質を確保するため、レベ
ル・性格等に応じた合理的な参加の要件を定める
ことは可。
3.当該講座等及び専門的知識・技能等の確認行為
（受講者が一定のレベルに達したかについて必要
に応じて行う行為）に当たって、専門家が適切に関
与しているか。
（注）専門的知識の普及を行うためのセミナー、シ
ンポジウムの場合には、確認行為については問わ
ない。
4.講師等に対して過大な報酬が支払われることに
なっていないか。

（2）ムーブフェスタの開催
1　男女共同参画社会の形成の推進を目的として、
一般市民や団体の様々な活動の発表の場を提供
（無料）するとともに、一般市民が広くムーブの事業
に参画する機会を設けるための事業であり、不特
定多数の利益の増進に寄与している。定款、事業
計画、事業報告においてこの目的を明示し、これら
の書類をインターネットで公開している。
2　市の広報紙やホームページ等に掲載するなど
応募の機会は、一般に広く公開している。
3　確認行為を必要とするセミナーでないため、確
認は行ってない。講座等の実施にあたっては、当
財団の職員や外部の講師等専門家が適切に関与
している。
4　北九州市講師謝礼基準に準拠しながら、依頼
する講師の実績を勘案して報酬を決定している。

(1) 男女共同参画等推進
事業
エ　ムーブフェスタ

(3) 講
座、セミ
ナー、
育成

2

 （下欄事業区分欄から、法人の事業に該当の区分を選択してくだ
さい。事業区分ごとのチェックポイントがその横に表示されます。該
当する事業区分がないと考える場合には、最後の(18)「上記事業
区分に該当しない場合」を選択してください。）

区分ごとのチェックポイント

チェックポイントに該当する旨の説明

その他説明事項
事業
区分

12



(6) 調
査、資
料収集

1.当該調査、資料収集が不特定多数の者の利益
の増進に寄与することを主たる目的として位置付
け、適当な方法で明らかにしているか。
2.当該調査、資料収集の名称や結果を公表してい
なかったり、内容についての外部からの問合せに
答えないということはないか。
（注）ただし、受託の場合、個人情報保護、機密性
その他の委託元のやむを得ない理由で公表できな
い場合があり、この場合は、当該理由の合理性に
ついて個別にその妥当性を判断する。
3.当該調査、資料収集に専門家が適切に関与して
いるか。
4.当該法人が外部に委託する場合、そのすべてを
他者に行わせること（いわゆる丸投げ）はないか。

（4）ア　図書等の情報収集・提供（貸出）事業
1　男女共同参画社会の形成の推進を目的として、
男女共同参画の普及、啓発のための一般市民を
対象とした図書等の閲覧、貸出等の情報収集提供
事業であり、不特定多数の利益の増進に寄与して
いる。定款、事業計画、事業報告においてこの目
的を明示し、これらの書類をインターネットで公開し
ている。
2　ジェンダー問題を中心に収集した情報（図書、
雑誌、ビデオ・DVD、資料）は、図書室等において
市民に公開し、貸出を行っている。
3　図書等の選定にあたっては、当財団の職員等
専門家が適切に関与している。
4　出版印刷等の業務の委託を行っているが、当
財団で適正に管理している。

(3) 情報収集・発信事業

1.当該助成が不特定多数の者の利益の増進に寄
与することを主たる目的として位置付け、適当な方
法で明らかにしているか。
2.応募の機会が、一般に開かれているか。
3.助成の選考が公正に行われることになっている
か。（例：個別選考に当たって直接の利害関係者
の排除）
4.専門家など選考に適切な者が関与しているか。
5.助成した対象者、内容等を公表しているか。（個
人名又は団体名の公表に支障がある場合、個人
名又は団体名の公表は除く。）
6.（研究や事業の成果があるような助成の場合、）
助成対象者から、成果についての報告を得ている
か。

（2）ムーブフェスタの開催
1　男女共同参画社会の形成の推進を目的として、
一般市民や団体の様々な活動の発表の場を提供
（無料）するとともに、一般市民が広くムーブの事業
に参画する機会を設けるための事業であり、不特
定多数の利益の増進に寄与している。定款、事業
計画、事業報告においてこの目的を明示し、これら
の書類をインターネットで公開している。
2　応募の機会は、主として北九州市内を中心に活
動しているグループ・団体、個人に広く開放してい
る。募集は、市の広報紙やホームページに掲載す
るなど一般に広く募集している。
3　市民が主体の「ムーブフェスタ実行委員会」の
委員で構成する審査会で公正に審査している。直
接の利害関係者は審査から排除する。
4　実行委員会の委員で構成する審査会メンバー
や当財団の職員等専門家が適切に関与している。
5　特に公表はしていないが、公開の請求があれ
ば、所定の手続きにより公表する。
6　イベントであり、特に求めていない。

(1) 男女共同参画等推進
事業
エ　ムーブフェスタ

(5) 相
談、助
言

1.当該相談、助言が不特定多数の者の利益の増
進に寄与することを主たる目的として位置付け、適
当な方法で明らかにしているか。
2.当該相談、助言を利用できる機会が一般に開か
れているか。
3.当該相談、助言には専門家が適切に関与してい
るか。（例：助言者の資格要件を定めて公開してい
る）

（3）相談事業
1　男女共同参画社会の形成の推進を目的として、
一般市民を対象とした「家庭問題などの一般相談」
や「人権相談」「法律相談」等の相談事業であり、
不特定多数の利益の増進に寄与している。定款、
事業計画、事業報告においてこの目的を明示し、
これらの書類をインターネットで公開している。
2　ホームページに掲載するなど相談の機会は、一
般に広く開放している。
3 一般相談については、当財団の専門相談員が
対適切に対応している。当財団の相談員の採用に
あたっては、資格要件（心理、福祉、医療、教育等
の分野の資格、業務経験等）を定め広く募集して
いる。法律相談、就労支援など高い専門性を要す
る相談については、外部の弁護士、キャリアカウン
セラー等専門家が適切に対応している。

(2) 相談事業

(9) 展
示会、
○○
ショー

1.当該展示会が不特定多数の者の利益の増進に
寄与することを主たる目的として位置付け、適当な
方法で明らかにしているか。
2.公益目的として設定されたテーマを実現するプロ
グラムになっているか。（例：テーマに沿ったシンポ
ジウムやセミナーを開催／出展者にはテーマに
沿った展示を厳守させている／テーマで謳ってい
る公益目的と異なり、業界団体の販売促進や共同
宣伝になっていないか（注）／入場者を特定の利
害関係者に限っていないか）
（注）公益目的と異なるプログラムになっていない
かを確認する趣旨であり、公益目的と異なっていな
い限り、製品等の紹介も認め得る。
3.（出展者を選定する場合、）出展者の資格要件を
公表するなど、公正に選定しているか。（例：出展
料に不当な差別がないか）

（2）ムーブフェスタの開催
1　男女共同参画社会の形成の推進を目的として、
一般市民や団体の様々な活動の発表の場を提供
（無料）するとともに、一般市民が広くムーブの事業
に参画する機会を設けるための事業であり、不特
定多数の利益の増進に寄与している。定款、事業
計画、事業報告においてこの目的を明示し、これら
の書類をインターネットで公開している。
2　男女共同参画の推進を目的としたセミナーを開
催するとともに、出展者については、市民が主体
の「ムーブフェスタ実行委員会」で審査するなど、
公益目的に沿ったイベント、出店となっている。ま
た、入場者については、一般に広く開放している。
3　出展者については、主として北九州市内を中心
に活動しているグループ、団体又は個人と募集要
項で公表しており、市民が主体の「ムーブフェスタ
実行委員会」で公正に審査している。

(1) 男女共同参画等推進
事業
エ　ムーブフェスタ

(13) 助
成（応
募型）



(6) 調
査、資
料収集

1.当該調査、資料収集が不特定多数の者の利益
の増進に寄与することを主たる目的として位置付
け、適当な方法で明らかにしているか。
2.当該調査、資料収集の名称や結果を公表してい
なかったり、内容についての外部からの問合せに
答えないということはないか。
（注）ただし、受託の場合、個人情報保護、機密性
その他の委託元のやむを得ない理由で公表できな
い場合があり、この場合は、当該理由の合理性に
ついて個別にその妥当性を判断する。

(4）エ　情報誌「ムービング」「カティング・エッジ」の
発行
1　男女共同参画社会の形成の推進を目的として、
ムーブの主催事業や男女共同参画に関する話題
を掲載した季刊情報誌や書誌情報誌を発行する
事業であり、その成果について広く公開しており、
不特定多数の利益の増進に寄与している。定款、
事業計画、事業報告においてこの目的を明示し、
これらの書類をインターネットで公開している。
2　収集した情報については、情報誌に掲載し公表

(3) 情報収集・発信事業

(13) 助
成（応
募型）

1.当該助成が不特定多数の者の利益の増進に寄
与することを主たる目的として位置付け、適当な方
法で明らかにしているか。
2.応募の機会が、一般に開かれているか。
3.助成の選考が公正に行われることになっている
か。（例：個別選考に当たって直接の利害関係者
の排除）
4.専門家など選考に適切な者が関与しているか。
5.助成した対象者、内容等を公表しているか。（個
人名又は団体名の公表に支障がある場合、個人
名又は団体名の公表は除く。）
6.（研究や事業の成果があるような助成の場合、）
助成対象者から、成果についての報告を得ている
か。

（4）イ　ジェンダー問題の調査研究支援事業
1　男女共同参画社会の形成の推進を目的として、
男女共同参画問題の普及、啓発、理解促進に向
けて調査研究する市民グループ及び研究者の支
援を行う事業であり、その成果について広く公開し
ており、不特定多数の利益の増進に寄与してい
る。定款、事業計画、事業報告においてこの目的
を明示し、これらの書類をインターネットで公開して
いる。
2　応募の機会は、テーマに沿った調査研究を行う
研究者、市民グループに広く開放している。募集の
チラシを大学等関係機関に配布するほか、ホーム
ページに掲載し募集している。
3　財団内部で構成する選考会議で公正に選考し
ている。選考会議の開催前に選考員に申請書類を
配布し選考している。直接の利害関係者は採択か
ら排除する。
4　当財団の職員等専門家が適切に関与してい
る。
5　当財団のホームページで、対象者、研究テーマ
を公表している。
6　研究成果については当財団に提出しており、ま
た市民向けの報告会の開催や報告書の発行など
の方法により公表している。

(3) 情報収集・発信事業

(18) 上
記の事
業区分
に該当
しない
場合

1.事業目的（趣旨：不特定多数でない者の利益の
増進への寄与を主たる目的に掲げていないかを確
認する趣旨。）
2.事業の合目的性（趣旨：事業の内容や手段が事
業目的を実現するのに適切なものになっているか
を確認する趣旨。）
ア　受益の機会の公開（例 受益の機会が、一般に
開かれているか）
イ　事業の質を確保するための方策（例 専門家が
適切に関与しているか）
ウ　審査・選考の公正性の確保（例 当該事業が審
査・選考を伴う場合、審査・選考が公正に行われる
こととなっているか）
エ　その他（例 公益目的として設定した事業目的と
異なり、業界団体の販売促進、共同宣伝になって
いないか）
（注）2.（事業の合目的性）ア～エは例示であり、事
業の特性に応じてそれぞれ事実認定上の軽重に
は差がある。

(4）ウ　ジェンダーに関するムーブ叢書の発行
1 男女共同参画社会の形成の推進に向けて、当
財団のネットワークを生かして、ジェンダーを学ぶ
学生や関係部門の職員、研究員等のために最新
のジェンダー情報を編集し、廉価または無料で出
版物を提供するものであり、不特定多数の利益の
増進に寄与している。
2　事業の合目的性
ア　受益の機会の公開
市の広報紙やホームページに掲載するなど受益
の機会は広く一般に開放している。
イ　事業の質を確保するための方策
ジェンダー関係の専門家に執筆を依頼している。
ウ　なし
エ　最新のジェンダー情報を幅広く提供することを
目的とする事業であり、業界全体の販売促進、共
同宣伝にはなっていない。

(3) 情報収集・発信事業

(6) 調
査、資
料収集

1.当該調査、資料収集が不特定多数の者の利益
の増進に寄与することを主たる目的として位置付
け、適当な方法で明らかにしているか。
2.当該調査、資料収集の名称や結果を公表してい
なかったり、内容についての外部からの問合せに
答えないということはないか。
（注）ただし、受託の場合、個人情報保護、機密性
その他の委託元のやむを得ない理由で公表できな
い場合があり、この場合は、当該理由の合理性に
ついて個別にその妥当性を判断する。
3.当該調査、資料収集に専門家が適切に関与して
いるか。
4.当該法人が外部に委託する場合、そのすべてを
他者に行わせること（いわゆる丸投げ）はないか。

（4）イ　ジェンダー問題の調査研究支援事業
1　男女共同参画社会の形成の推進を目的として、
男女共同参画問題の普及、啓発、理解促進に向
けて調査研究する市民グループ及び研究者の支
援を行う事業であり、その成果について広く公開し
ており、不特定多数の利益の増進に寄与してい
る。定款、事業計画、事業報告においてこの目的
を明示し、これらの書類をインターネットで公開して
いる。
2　成果については、報告会で報告するとともに、
報告書を発行し、男女共同参画施設等関係機関
に配布している。
3　調査研究は、大学・研究機関の教員・研究者又
は市民グループ場合にはアドバイザーを配置する
など、専門家が適切に関与している。
4　出版印刷等の業務の委託を行っているが、当
財団で適正に管理している。

(3) 情報収集・発信事業



ついて個別にその妥当性を判断する。
3.当該調査、資料収集に専門家が適切に関与して
いるか。
4.当該法人が外部に委託する場合、そのすべてを
他者に行わせること（いわゆる丸投げ）はないか。

2　収集した情報については、情報誌に掲載し公表
するとともに、問合せがあった場合は回答してい
る。
3　当財団の職員や外部の研究者等専門家が適切
に関与している。
4　出版印刷等の業務は委託しているが、当財団
で適正に管理している。

(11) 施
設の貸
与

1.当該施設の貸与が不特定多数の者の利益の増
進に寄与することを主たる目的として位置付け、適
当な方法で明らかにしているか。
2.公益目的での貸与は、公益目的以外の貸与より
優先して先行予約を受け付けるなどの優遇をして
いるか。

（5）施設の運営管理
1 男女共同参画社会の形成の推進を目的に、一
般市民、団体を対象とした事業概要の（1）～（4）の
事業が円滑に、安全で快適に行われるように施設
の運営管理を行っており、不特定多数の利益の増
進に寄与している。またこのほか、広く一般市民に
男女共同参画の理解を深め、市民の自主的な活
動を支援していくために一般市民、団体を対象とし
た施設の貸付業務を行っており、不特定多数の利
益の増進に寄与している。定款、事業計画、事業
報告においてこの目的を明示し、これらの書類をイ
ンターネットで公開している。
2　施設の貸与にあたっては、当財団や市の主催
事業を優先し、その後、一般市民、団体を対象とし
た一般貸与を行っている。ムーブの一般貸与にあ
たっては、営利のための展示、即売会等を主たる
目的とする使用の係る使用料の額は、規定の使用
料の約2倍を徴収するなど公益目的を優先させて
いる。（該当団体約1割）

(4) 管理事業
〇　自主事業



　「公益認定等に関する運用について（公益認定等ガイドライン）」における「【参考】公益目的事業のチェックポイントについて」を
参考に記載してください。
　記載した許認可等を得ている場合には、許認可等の写しを、現在申請中の場合には、当該許認可等の申請書を添付してくださ
い。また、「許認可等行政機関」は課名等まで記載してください。

注１

注２

 許認可等の名称  根拠法令  許認可等行政機関 

〔３〕本事業を反復継続して行うのに最低限必要となる許認可等について（注２）










